
　
　
　

第49回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株主資本等変動計算書

個別注記表

（自2019年１月１日 至2020年４月30日）
　
　
　
　
　
　
　

株式会社 大塚家具
　
　
　
上記事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、当社のウェブサイト
（https://www.idc-otsuka.jp/company/ir/meeting/）に掲載することにより、株主のみな
さまに提供しております。
なお、上記事項は、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成する
際に行った監査の対象に含まれております。
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株主資本等変動計算書
　

（自
至
2019
2020

年
年
１
４
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

2019年１月１日 残高 1,080,000 3,690,470 － 3,690,470
事業年度中の変動額
新 株 の 発 行 3,501,299 3,501,299 － 3,501,299
当 期 純 損 失 － － － －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) － － － －

事業年度中の変動額合計 3,501,299 3,501,299 － 3,501,299
2020年４月30日 残高 4,581,299 7,191,769 － 7,191,769

　

（単位：千円）
　

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

2019年１月１日 残高 270,000 11,420,000 △3,238,695 8,451,304 △748,003 12,473,770
事業年度中の変動額
新 株 の 発 行 － － － － － 7,002,599
当 期 純 損 失 － － △7,718,328 △7,718,328 － △7,718,328
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － △7,718,328 △7,718,328 － △715,728
2020年４月30日 残高 270,000 11,420,000 △10,957,024 732,975 △748,003 11,758,041

　

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨て表示しております。
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（単位：千円）
　

評 価 ･ 換 算 差 額 等 新株予約権

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 新株予約権

2019年１月１日 残高 255,792 255,792 － 12,729,562
事業年度中の変動額
新 株 の 発 行 － － － 7,002,599
当 期 純 損 失 － － － △7,718,328
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △255,792 △255,792 30,040 △225,752

事業年度中の変動額合計 △255,792 △255,792 30,040 △941,480
2020年４月30日 残高 － － 30,040 11,788,081

　

（注） 記載金額は、単位未満を切り捨て表示しております。
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個 別 注 記 表
継続企業の前提に関する注記
当社は、2016年12月期より継続して営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上してお

り、当事業年度におきましても営業損失76億11百万円を計上し、営業キャッシュ・フローはマイナスとなり
ました。
これらにより当社には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しておりま
す。

当社は、当該状況を解消すべく以下のとおり対応してまいります。
(１)店舗規模の適正化によるコスト圧縮
2020年４月末現在、直営店13店舗、１営業所、提携店３店舗を展開しております。
当事業年度は、直営店４店舗・提携店２店舗を閉店、３店舗の減床を実施しました。また2020年５月31
日に直営店１店舗の閉店も実施しました。こうした施策により、賃借料の削減を図ってまいります。
(２)採用抑制によるコスト圧縮
人員の自然減を補うための採用を最小限に止め、人件費を抑制してまいります。
(３)売上・売上総利益改善策
国内事業においては、積極的な商品開発とマーケティング活動により店頭売上の回復を図るとともに、利
益率の高い主力商品の集中販売による売上総利益率の向上にも取り組みます。また、ユーザビリティ向上を
目的とした当社公式サイトの継続的な改善によりECサイトへの誘導やリアル店舗への集客を図るとともに、
法人提携販売においても積極的な営業活動により売上増を図ります。
さらに、株式会社ヤマダ電機との2019年２月の業務提携の基本合意とその一層の深化を目的とした2019

年12月の資本提携の締結により、株式会社ヤマダ電機への商品供給による販路拡大を進めるとともに、
2020年３月より当社店舗において家電の取り扱いを開始することにより、家具・インテリアと家電を合わ
せたトータル提案のより一層の向上と売上拡大を図ってまいります。
海外事業については、業務提携契約を締結した中国家具販売企業の居然之家(Easyhome)及び越境ECマー
ケティング企業株式会社ハイラインズの協力を得て、中国事業の本格進出に取り組んでいます。阿里巴巴集
団(アリババグループ)が運営する中国向け越境ＥＣサイト「天猫国際」(Tmall Global)での販売や中国での
寝装品販売の代理店契約の締結、高級高齢者施設の管理運営を営む現地企業との提携等、営業活動を行って
います。
2020年１月より新型コロナウイルス感染症の影響により中国事業は停滞していますが、感染拡大の収束

にあわせて営業活動を継続していきます。
こうした施策により、業績の回復に努めてまいります。
(４)安定的な財務基盤の確立
当社は2019年３月に第三者割当による新株式の発行及び第１回新株予約権の発行を実施し、４月には第

２回新株予約権の発行を行いました。第三者割当による新株式発行により26億28百万円の払込がなされ、
第１回及び第２回新株予約権はすべての払込が完了しております。また、12月には株式会社ヤマダ電機を割
当先として第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の発行を行いました。第三者割当による新株式発
行により43億74百万円の払込がなされ、第３回新株予約権はすべての払込が完了しております。調達資金
の有効な活用を行い、早期の営業利益黒字化を実現し、安定的な財務基盤の確立を図ってまいります。

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められます。
なお、計算書類及びその他附属明細書は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を計算書類及びその他附属明細書には反映しておりません。
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重要な会計方針に係る事項に関する注記
　１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式 移動平均法に基づく原価法
（2）その他有価証券

①時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②時価のないもの
移動平均法に基づく原価法

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 ①リース資産以外の有形固定資産

定率法
ただし、1998年４月１日以降取得の建物（附属設備を除く）については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物 ２年～39年
　工具、器具及び備品 ２年～17年
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間定額法
　なお、主なリース期間は５年であります。

（2）無形固定資産 定額法
なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。

　４．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 貸倒引当金は、売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度末までに負
担すべき額を計上しております。

（3）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して
おります。

（4）販売促進引当金 顧客に発行した家具購入商品券（サービス券）の使用による費用発生に備える
ため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しておりま
す。
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（5）ポイント引当金 顧客に付与したポイントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度末に
おいて将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（6）事業構造改善引当金 次世代店舗網の構築を加速するための店舗の過剰面積の縮小等による損失に備
えるため、当事業年度末において店舗規模の適正化を図ることにより見込まれ
る損失の額を計上しております。

　５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

　６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

　
追加情報
　従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
　 １．取引の概要

　当社は、当社従業員への福利厚生を目的として、2015年11月11日開催の取締役会決議に基づき、従
業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」(以下、「本信託」という。)を2015年11月27
日より導入しております。本信託は、あらかじめ定める株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の資
格や会社業績等に応じた当社株式を、退職時に従業員に交付します。本信託により取得する当社株式の
取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。当該信託契約に係る会計処理につい
ては、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第
30号 平成27年３月26日)に準じております。

　 ２．信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に
自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は178,419千円、株式数は104,400株で
あります。

表示方法の変更
　(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「未払配当金除斥益」(前事業年度781千円)、「営

業外費用」の「その他」に含めていた「転貸費用」(前事業年度73,750千円)は、損益計算書の開示の明瞭性を高め
る観点から当事業年度より区分掲記しております。
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会計上の見積りの変更
当社は従来、たな卸資産の評価基準について、取得から一定の期間を超える場合には原則として一定の率に

基づき規則的に帳簿価額を切り下げた価額をもって貸借対照表額としておりましたが、2019年12月に株式会
社ヤマダ電機の連結子会社となったことに伴う分析評価手法等のノウハウの共有及びたな卸資産の管理体制の
強化に伴い導入した在庫物流システムの一定期間のデータが蓄積したことにより、当社の実態をより反映した
評価基準が確立したことから、たな卸資産に係る収益性の低下をより適切に財政状態及び経営成績に反映させ
るため、帳簿価額切り下げ率について変更しております。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の売上原価が1,758,689千円増加し、営業損失、経常損失及び
税引前当期純損失がそれぞれ1,758,689千円増加しております。

貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

L/C取引を利用するために担保に供している資産は次のとおりであります。
定期預金 100,000千円
このほか、投資その他の資産を以下のとおり法務局に供託しております。
資金決済法に基づく前払式支払手段発行保証金 47,246千円
輸入貨物に係る関税・消費税の納期延長のための供託金 100,000千円

（2）自己信託により流動化した債権等は次のとおりであります。
売掛金 731,012千円
現金及び預金 68,987千円
　 計 800,000千円

　 ※流動化した債権等は金融取引として処理しており、対応する債務800,000千円は短期借入金に計上され
ております。

（3）有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額 2,272,648千円
（4）関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 214,213千円
短期金銭債務 966,280千円
長期金銭債務 1,470千円

　
損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　売上高 211,185千円
　仕入高 1,474,727千円
　販売費及び一般管理費 70,002千円
　営業外収益 3,730千円
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株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　

当 事 業 年 度
期首株式数（株）

当 事 業 年 度
増加株式数（株）

当 事 業 年 度
減少株式数（株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株）

発行済株式
　普通株式 19,400,000 39,060,700 － 58,460,700

合 計 19,400,000 39,060,700 － 58,460,700
自己株式
　普通株式（注）２ 574,454 － － 574,454

合 計 574,454 － － 574,454
　

(注) １． (変動事由の概要)
　発行済株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
2019年３月４日付の有償第三者割当による新株の発行 8,957,300株
2019年６月28日付の有償第三者割当による新株の発行 103,400株
2019年12月30日付の有償第三者割当による新株の発行 30,000,000株

２．当期首及び当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数
　当事業年度期首 104,400株 当事業年度期末 104,400株

２. 新株予約権等に関する事項

内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業年
度末残高
(千円)当事業年度

期首 増加 減少 当事業
年度末

第１回新株予約権 普通株式 ― 6,500,000 ― 6,500,000 22,750

第２回新株予約権 普通株式 ― 1,800,000 ― 1,800,000 4,680

第３回新株予約権 普通株式 ― 9,000,000 ― 9,000,000 2,610

合計 ― 17,300,000 ― 17,300,000 30,040
(変動事由の概要)
　 第１回新株予約権の発行による増加 6,500,000株
　 第２回新株予約権の発行による増加 1,800,000株
　 第３回新株予約権の発行による増加 9,000,000株
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３. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

該当事項はありません。
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
　
　

　

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 ( 注 ) ２ 6,125,053千円
未 払 事 業 税 10,528千円
ポ イ ン ト 引 当 金 115,355千円
未 払 事 業 所 税 8,282千円
た な 卸 資 産 評 価 損 1,017,415千円
一 括 償 却 資 産 償 却 超 過 額 9,164千円
ゴ ル フ 会 員 権 等 評 価 損 21,602千円
土 地 建 物 等 減 損 損 失 415,805千円
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 153,322千円
資 産 除 去 債 務 114,464千円
事 業 構 造 改 善 引 当 金 37,255千円
そ の 他 174,170千円
繰延税金資産小計 8,202,422千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △6,125,053千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,077,368千円
評価性引当額小計(注)１ △8,202,422千円
繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △120千円
繰延税金負債合計 △120千円
繰延税金負債純額 △120千円
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(注)１．評価性引当額が2,353,306千円増加しております。この増加の主な内容は、当社においてたな卸評価損
に係る評価性引当額を542,604千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を2,073,393千円追加
的に認識したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2020年４月30日) (単位：千円)

1年以内 1年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超 合計

税務上の繰越欠損金(※) ― ― ― ― ― 6,125,053 6,125,053

評価性引当額 ― ― ― ― ― △6,125,053 △6,125,053

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度におきましては、税引前当期純損失となりましたため、差異原因の項目別内訳の記載を省略し
ております。

金融商品に関する注記
　１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
当社は、余剰資金に関する資金運用については、銀行預金等安全性の高い金融資産に限定し、投
機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、店舗設置等に伴う差入保証金は、顧客及び差入先の信用リ
スクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うととも
に、主な取引先の信用状況を把握する体制をとっております。
営業債務である買掛金及び支払手形は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日であり、また短期借入
金については１年以内の支払期日であるため、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次
に資金繰計画を作成する方法などにより管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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　２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）をご参照ください。）。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 3,644,783 3,644,783 ―
（2）受取手形 3,529 3,529 ―
（3）売掛金 1,220,725 1,220,725 ―
（4）差入保証金 4,298,203 4,269,962 △28,241

資産計 9,167,241 9,138,999 △28,241
（1）支払手形 100,040 100,040 ―
（2）買掛金 1,708,453 1,708,453 ―
（3）短期借入金 800,000 800,000 ―

負債計 2,608,493 2,608,493 ―
　

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金及び預金 （2）受取手形 （3）売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。

（4）差入保証金
　これらの時価について、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する差入先の信用リスクを
加味した利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。

負債
（1）支払手形 (2)買掛金 (3)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額
関係会社株式（※１） 77,000

　

（※１）上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含
めておりません。

　

― 10 ―

2020年06月26日 17時37分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １ 年 超
５年以内

５ 年 超
10年以内 10年超

現金及び預金
　預金 3,627,893 ― ― ―
受取手形 3,529 ― ― ―
売掛金 1,220,725 ― ― ―
差入保証金 1,408,399 2,851,714 38,089 ―

合 計 6,260,547 2,851,714 38,089 ―
　

賃貸等不動産に関する注記
当社は、秋田県その他の地域において、賃貸用の土地、建物及び遊休不動産を有しております。当事業年度
における当該賃貸等不動産に関する損益は12,063千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計
上)、固定資産売却損6,657千円(特別損失に計上)、減損損失は1,047千円(特別損失に計上)であります。
　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

期末時価
期首残高 期中増減額 期末残高

154,349 △11,740 142,609 173,069
　

（注）１. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２. 期中増減額のうち、主な減少額は減価償却(674千円)、減損損失(1,047千円)及び建物・土地の売却

(10,018千円)であります。
３. 時価の算定方法
　主として、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。

関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

種 類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金
又 は
出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権の所有
（被 所 有）
割 合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引
金額
（千円）

科 目
期末
残高
（千円）

親会社 株式会社
ヤマダ電機

群馬県
高崎市 71,058,000 家電・情報家電等の販売

(被所有)
直接51.7％

資本・業務
提携

商品の仕入
(注)２ 901,146 買掛金 783,396

　

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

― 11 ―

2020年06月26日 17時37分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



２. 取引条件及び取引条件の決定方針等
仕入については、市場価格を勘案して双方協議の上、契約等に基づき決定しております。

２．役員及び主要株主等
　

種 類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金
又 は
出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権の所有
（被 所 有）
割 合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引
金額
（千円）

科 目
期末
残高
（千円）

役員の
近親者 大塚 勝久 ― ― 元当社代表

取締役会長 ― 土地の賃貸 土地の賃貸
(注)１ 1,440 受入

保証金 37,000
　

（注）１. 土地の賃貸（2000年６月30日から）については、近隣の取引実勢に基づいて賃貸料金額を決定し
ております。また、５年毎に改定を検討する事としております。

２. 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
　
１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 203.12円
１株当たり当期純損失 225.04円
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純損
失であるため、記載しておりません。
(注)１．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純

損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり
純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
１株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均自己株式数は104,400株であ
り、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末自己株式数は104,400株でありま
す。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　 当期純損失(千円) 7,718,328
　 普通株主に帰属しない金額(千円) －
　 普通株式に係る当期純損失(千円) 7,718,328
　 普通株式の期中平均株式数(株) 34,298,267

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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